[bookmark: _Hlk482575437]　研修サービス基本契約書

本契約は、【基本条件】に定める甲乙が、乙の提供・運営するeラーニングサービス（以下「本サービス」といいます。）及び乙の研修サービス（以下「本研修」といいます。）を利用（以下、本サービスと本研修を総称して「研修サービス」といいます。）するにあたり、適用される条件を定めるものです（以下「本契約」といいます。）。
本契約の成立を証するため、（1）本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する又は（2）本書の電磁的記録を作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管するものとします。

【基本条件】
	契約締結日
	

	甲
	住　所　
名　称　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	乙
	住　所　東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス1F
名　称　ユースフル株式会社
代表者　代表取締役　大垣凛太郎　　　　　　　㊞

	契約期間
	●●年●月●日 ～ ●●年●月●日

	甲の事業年度
	当年●月●日　～　翌年●月●日

	特記事項
	　




2

第１章 総則
（総則・適用範囲）
本契約は、乙が提供・運営する研修サービスの利用に関する、乙と甲との間の権利義務関係を定めるものです。
乙は、乙ウェブサイト若しくは乙が提供するアプリケーション上に掲載する方法により、又は、書面若しくは電子メールにより提供する方法により、本サービスに関する使用マニュアル等のルール、個別規定や追加規定（以下「個別規定等」といいます。）を策定することがあります。その場合、それらは本契約の一部を構成するものとし、個別規定等が本契約と抵触する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。ただし、乙が策定する個別規定等の内容は、甲の利益に適合するか、又は、本契約の目的に反せずかつ合理的であるものとし、乙がこれら以外の内容の個別規定等を策定する場合には、甲の同意を得るものとします。かかる場合に甲の同意がないときは、当該個別規定等の内容は甲に適用されないものとします。

（定義）
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「受講者」
甲に在籍する受講者のうち、研修サービスを利用する者をいいます。
(2) 「管理者」
乙から、本サービスの管理者用のアカウントを付与され、管理画面の操作その他管理者にのみ認められた機能を利用することができる者をいいます。
(3) 「ユーザー」
研修サービスを利用する受講者、管理者の総称をいいます。
(4) 「登録情報」
甲が利用登録時に登録した乙が定める情報、研修サービス利用中に乙が必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報について甲自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
(5) 「コンテンツ」
ユーザーが研修サービスを通じてアクセスすることができる情報（文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。以下同様とします。）をいいます。
(6) 「ユーザーコンテンツ」
ユーザーが本サービスの利用にあたって入力又は送信するコンテンツをいいます。
(7) 「アカウント」
ユーザーに付与されるID（個人識別番号）を総称していいます。
(8) 「受講者アカウント」
アカウントのうち、本サービスを利用する受講者に付与されるアカウントであり、【基本条件】記載の利用料算定の基準となるアカウントをいいます。【基本条件】記載の暫定受講者アカウント数は、第７条に基づき確定するものとし、毎年、甲の年度の変更に伴い変更されるものとします。
(9) 「乙ウェブサイト」
乙が運営する本サービスに関するウェブサイトをいいます。
(10) 「知的財産権」
著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）をいいます。
(11) 「カスタマイズ」
甲が本サービスを利用するために必要な改修をいいます。
(12) 「本システム」
本サービスの利用のために使用されるシステム等をいいます。
(13) 「本サービスの利用停止等」
2週間の是正期間を定めた催告をした上での本契約の解除、当該甲及びユーザーの本サービスの利用の一時停止若しくは制限、又はアカウントの削除をいいます。
(14) 「商標等」
本サービスの提供上、乙の商標、ロゴ及びサービスマーク等をいいます。
(15) 「過年度受講生」
過去に研修サービスを利用していた者をいいます。
(16) 「修了生」
研修サービスを修了した者をいいます。
(17) 「成績証明書等」
成績証明書、修了証その他研修サービスの受講を証する際に必要となる書面をいいます。
(18) 「秘密情報」
相手方から秘密として取り扱うことを求められて開示された情報（「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報」を含む。）をいいます。
(19) 「マニュアル」
本サービス及び本サービスのカスタマイズの機能・性能・システム・操作方法等及びこれを記載した書面その他の記録媒体物をいいます。
(20) 「本コンテンツ」
本サービス上に保存されたコンテンツ及びユーザーコンテンツをいいます。
(21) 「終了日」
研修サービスの終了または本契約の終了した日をいいます。

（個別契約の成立）
個別契約は、乙から研修サービス内容等を記載した個別契約書（発注書等の形式を問わない。）を甲に交付し、甲が乙に対し当該個別契約書（請求書等の形式を問わない。）を交付することにより成立します。
本契約は、前項に基づき成立する個別契約に共通して適用され、個別契約の内容が本契約の内容と異なる場合には、当該内容に限り、個別契約の内容が優先的に適用されるものとします。

（利用料の支払い）
[bookmark: _Hlk40377390]甲は、乙に対し、研修サービスの対価として、個別契約で定めた利用料を支払うものとします。
甲は、利用料を、乙が発行する請求書記載の支払方法にて支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
甲が利用料の支払を遅滞した場合、甲は、年３％の割合による遅延損害金を乙に対して支払うものとします。
受講者の転籍・退職の事由により、【基本条件】に定める甲の事業年度の途中に受講者数が減少した場合であっても、甲は、乙に対し、研修サービスの利用料の全額を支払うものとし、甲は乙が支払われた利用料の返金には応じないことを予め了承します。
年度の途中に受講者が増加した場合、乙及び甲が別途協議の上定める時点・時期に集計・調整するものとします。なお、乙及び甲の調整の結果、既払いの利用料を超える利用料が生じた場合には、協議の上、速やかにその清算をするものとします。

（費用の負担）
乙は、研修サービスの実施において必要な一切の費用を負担するものとします。ただし、甲が指定する場所にて研修サービスを提供する場合には、交通費は甲が負担するものとします。交通費は、講師及び講師の同行者が東京駅から出発して甲が指定する場所に到着するまでにかかった費用として甲乙で事前に相互に確認した金額とし、第４条第１項に定める利用料と併せて請求するものとします。

（有効期間）
本契約の有効期間は、【基本条件】に定めるとおりとします。ただし、契約期間満了の1か月前までに、当事者のいずれかから書面により反対の意思が表示されない限り、本契約は同一条件で更に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。

（受講者数の確定）
甲は、甲の年度が終了する1か月前までに、次年度の受講者数が確定次第、乙に通知するものとします。乙がこれを受領したときに当該年度の受講者アカウント数が確定するものとします。

（解除）
甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反した場合には、その裁量により、2週間の是正期間を定めた催告をした上で本契約又は個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 振出しまたは引受けに係る手形について不渡り処分を受けたとき、その他支払停止を行ったとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行、競売、もしくは破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他の法的整理手続の開始の申立てがあったとき、滞納処分を受けたとき、もしくは私的整理手続の開始の申立てがあったとき、またはそれらのおそれがあるとき。
(3) 合併によらず解散したとき。
(4) 組織または事業につき重大な変更をしたとき。
(5) 相手方を害する行為その他の背信行為をしたとき。
(6) 乙が甲からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(7) 乙が反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
前２項の場合、解除された当事者は、解除権を行使した当事者が被った一切の損害を賠償するものとします。
本条に基づく解除は、解除権を行使した当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
[bookmark: _Ref494647167]（権利の帰属等）
ユーザーの発案に基づき追加された研修サービスの機能その他研修サービスにおいて乙が提供するコンテンツ等の情報等に関する一切の知的財産権は、乙に帰属します。本契約に基づく研修サービスのいかなる使用許諾も、当該知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
甲は、乙の許諾を得ることなく、乙が提供する情報等の翻案、編集及び改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開してはなりません｡
乙が提供するコンテンツ等に乙の商標等が表示される場合がありますが、乙は、甲その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
甲は、乙のホームページ等に甲の法人名及び商標を掲載することに同意し、乙に商標の画像データ等の提供を求められた場合には、これに応じることとします。ただし、乙は、甲の商標を第三者に譲渡し、又はその使用を許諾することはできないものとします。

[bookmark: _Ref494647185]（損害賠償等）
乙又は甲は、相手方が本契約に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合、相手方に対し損害（弁護士費用その他の専門家にかかる費用を含みます。）の賠償を請求できます。
乙の故意または過失により、甲が研修サービスの利用をするために必要な情報が消失し、その結果甲が研修サービスの利用をできなくなったときは、乙は、乙の費用で、甲が研修サービスの利用を回復できるよう合理的な措置を講じるものとします。

[bookmark: _Ref494647196]（本契約上の地位の譲渡等）
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡（合併、会社分割等による包括承継も含みます。）し又は担保の目的に供することはできません。
[bookmark: _Hlk130424768]乙が研修サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。ただし、乙は、甲に対し、事前に当該事実につき書面により通知をしなければなりません。
[bookmark: _Ref494647187]（保証の否認及び免責）
乙は、研修サービスを通じて提供されるコンテンツ又はユーザーコンテンツ等から得られる情報その他研修サービスにより甲又はユーザーが取得しえる一切の情報が、甲又はユーザーの特定の目的に適合すること、第三者の知的財産権を侵害するものではないこと、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること、甲に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、不具合が生じないこと及び本サービスの利用に関する問題を解決することについて保証するものではありません。
甲は、甲又はユーザーが乙に対して提供する情報その他研修サービスにより乙が取得し得る甲又はユーザーに関する一切の情報が、研修サービスの改良及び向上にとって有用であること、第三者の知的財産権を侵害するものではないこと及び乙に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合することについて保証するものではありません。
乙は、本契約、法的要請又はプライバシーポリシーの範囲内において、ユーザーコンテンツをモニタリングする場合がありますが、ユーザーコンテンツの内容及びその取扱い等に対する管理・監視義務を負うものではありません。
研修サービスの利用（例えば、ユーザーが他のユーザーを誹謗中傷するような内容のユーザーコンテンツを投稿すること、ユーザーが第三者の知的財産権等を侵害するような内容のユーザーコンテンツを投稿すること等が含まれますが、これらに限られません）に関し、ユーザー間で紛争が生じた場合、甲は、自己の責任においてこれを解決するものとし、乙はこれに関与せず、何ら責任を負わないものとします。

[bookmark: _Ref494647181]（秘密保持）
甲及び乙は、研修サービスに関連して、秘密情報を厳重に管理し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に研修サービスに関する秘密情報を開示し、又は漏洩してはならないものとします。
マニュアルについては、甲は、乙から個別に秘密として取り扱うことを求められたか否かにかかわらず、前項に定める秘密情報として厳重に管理するものとし、乙の事前の書面による承諾なく、ユーザー以外の第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとします。また、甲は、乙の事前の書面による承諾なく、マニュアルを第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとします。
甲及び乙は、本契約が終了した場合又は相手方から書面により求められた場合はいつでも、相手方から受領した秘密情報及び秘密情報を包含した書面その他の記録媒体物、並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。
甲及び乙は、過年度受講生に関する秘密情報についても、本条第1項及び第3項と同様の取り扱いを行うものとします。

（個人情報の取り扱い）
甲及び乙は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法、その他関連法令及び個人情報保護に関するガイドライン等を遵守するものとします。なお、相手方に提供する秘密情報の中に特定個人情報等が含まれる場合には、番号利用法、特定個人情報ガイドライン、その他の特定個人情報等に関連するガイドラインも遵守するものとします。
甲及び乙は、個人情報等が紛失、漏えい、盗用されることがないよう、個人情報等を施錠またはアクセス制御された場所に保管し、個人情報等が外部へ流出しないよう、適切な措置を講ずるものとします。
甲又は乙は、相手方における個人情報等の取扱状況を把握するため、自己又は別途指定する第三者をして、個人情報等の取扱状況を調査及び点検することができ、相互に協力するものとします。
甲及び乙は、相手方から要請があった場合、個人情報等の取扱状況について、相手方が別途指定する事項に関して、書面にて報告するものとします。

（分離可能性）
本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定、及びその一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、乙及び甲は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自己、その役員（取締役、監査役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、以下同じとする。）その他自己を実質的に支配する者が、本契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員または暴力団準構成員でなくなった日から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明および保証し、本契約締結時以降、自己、その役員その他自己を実質的に支配する者が反社会的勢力に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
(1)  反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2)　不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(3)　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(4)　反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
甲および乙は、自己または第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布または偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
甲または乙が前二項の表明保証または誓約に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるほか、違反当事者に対し、かかる違反に起因または関連して被った損害の賠償を請求することができる。なお、当該解除によって違反当事者に損害または負担が生じても、当該違反当事者は相手方に対してその賠償を求めることができない。

（存続規定）
第９条乃至第１１条、第１３条乃至本条及び第１８条は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

[bookmark: _Ref494647201]（準拠法及び合意管轄）
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（協議解決）
乙及び甲は、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第２章 eラーニング
1. [bookmark: _Ref458157256]（利用の許諾）
乙は、甲に対し、本サービスの利用開始日から本契約の終了日までの間、本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲内で、乙が提供する本サービスの利用権限（利用権限のみであり、知的財産権はこれに含まれません。以下本契約において同様とします。）を、非独占的に付与します。
[bookmark: _Hlk88145156]甲は、乙に対して、甲が本サービスのコンテンツの追加（以下「カスタマイズ」といいます。）を行うよう請求することができます。カスタマイズの実施形態・内容・費用等の事項については、別途乙と甲の間で協議の上決定するものとします。
乙及び甲は、ユーザーが本サービスを適切に利用するために必要となる機器、ソフトウェア、通信手段について、ユーザーの個人情報やプライバシー情報等が漏洩しないよう、セキュリティ対策を自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。

1. （甲によるユーザーの管理）
甲は、ユーザーが本サービスを利用するにあたり、ユーザーをして、本契約を遵守させるものとし、ユーザーの本サービスの利用が、本契約に即したものとなるよう指導、管理、監督するものとします。
甲は、前項に定めるもののほか、本サービスがユーザーにおいて適切に利用されるよう、本サービスの利用によりユーザー等の個人情報、プライバシー情報その他の情報が第三者に漏洩又は開示されないよう、また乙から付与された利用権限が本契約に定めるユーザー以外の第三者に利用されないよう、ユーザーを適切に監督するものとします。

（アカウントの発行）
乙は、ユーザーそれぞれに対して、本サービスのアカウントを発行します。

（アカウントの管理）
甲は、乙から付与されたアカウントを、自己の責任において善良なる管理者の注意義務をもって管理及び保管するものとし、これをユーザー以外の第三者に漏洩し若しくは開示し、又は、利用させ、若しくは、貸与、譲渡、名義変更、売買その他の処分をしてはならないものとします。
乙は、ログイン時に入力されたアカウント情報と、甲に付与されたアカウント情報が一致していることを確認した場合、当該アカウントを保有する者として登録されたユーザーが本サービスを利用したものとみなし、それが当該ユーザーによる利用か否かを監督又は調査する義務は負いません。したがって、乙は、当該利用が、当該ユーザーによるものでなかったことにより、甲又はユーザーに損害が生じたとしても、乙はかかる損害を賠償する責任を負いません。
アカウントが盗用され又はユーザー若しくは管理者以外の第三者に使用されていることが判明した場合、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の指示に従うものとします。

（乙による本サービスの管理）
乙は、ユーザーが本サービスを利用するにあたり、本サービス及びこれを構成する本システムを都度アップデートする等、コンピューターウィルスの感染や、ユーザーの個人情報の外部流出などを防止するために必要な措置を講じるものとします。

（禁止行為）
甲は、本サービスの利用にあたり、自ら以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、かつ、ユーザーその他の第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をさせてはなりません。
(1) 本システムの誤作動を誘引する行為
(2) 本システムが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
(3) 本システム又はサーバー等に過度の負担をかける行為
(4) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(5) 乙又は他のユーザーその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(6) 乙又は他のユーザーに対し虚偽の事実を申告する行為
(7) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(8) 乙又は他のユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(9) 本システムを通じ、以下に該当し又は該当すると乙が判断するコンテンツ及びユーザーコンテンツを、本サービス上に送信又は投稿する行為
1 自殺、自傷行為、児童買春を誘引、勧誘若しくは助長する表現、わいせつな表現、又は薬物・危険ドラッグの売買、児童ポルノ、児童虐待に関する情報若しくはこれらの不適切な利用を助長する表現
2 チェーンメール、無限連鎖講、リードメール、又は違法な勧誘、宣伝等
3 受講者に悪影響を及ぼすおそれのある情報
4 残虐な表現、性的な表現その他、他人に不快感を与えるおそれのある情報
5 アフィリエイトに関するサイト、ワンクリック詐欺サイト、アダルトサイト、コンピューターウィルス等の有害なプログラムを流布させる情報及びこれらの情報のリンク
6 受講者の退職を誘引・助長させる情報
7 異性交際に関する情報
8 ギャンブルに関する情報
9 ユーザーに対する侮辱、誹謗中傷にあたりうる情報
10 上記に類する情報その他乙が不適切と判断する情報
(10) 本システムを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本システムのソースコードを解析する行為
(11) 本システムに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスし又は乙設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
(12) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(13) 故意に虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為
(14) 乙又は他のユーザーその他の第三者に成りすます行為
(15) 乙が許諾していない者に対するアカウントの複製、頒布及び貸与、第三者への送信、リース、担保設定
(16) 本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(17) 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
(18) 本契約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
(19) 本契約、その他本サービスの利用にあたり定めるルールに違反する行為
(20) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
2 ユーザーが、本契約又は前項に定める事項、その他本サービスの利用にあたり定めるルールに違反した場合、乙は、かかる違反について、甲による本契約の違反とみなすことができるものとし、甲は、乙に対しユーザーと連帯して責任を負うものとします。

（契約違反の場合の措置等）
乙は、甲が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると乙が合理的な理由により判断した場合には、乙の裁量により、本契約につき、本サービスの利用停止等をすることができるものとします。
(1) 甲が本契約のいずれかの条項に違反した場合
(2) ユーザーが、本契約、その他本サービスの利用にあたり定めるルールに違反した場合
(3) 甲が乙に提供した登録情報につき虚偽の事実があることが判明した場合
(4) 甲が本サービスの利用料の支払いを遅滞し、乙による請求から14日以内に当該遅滞を解消しない場合
(5) 甲が乙からの問合せその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
(6) 甲が過去に本サービスの利用停止等の措置を受け又は現在受けている場合
(7) 甲が支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続、民事再生手続、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(8) 甲が反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
(9) その他前各号に類する事由がある場合
前項の規定による本サービスの利用停止等がされた場合であっても、甲は、乙及びその他の第三者に対する本契約上の一切の義務及び債務（損害賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるものではありません。
乙は、第1項に基づく行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

（本サービスの変更、追加、廃止及び中断等）
乙は、甲及びユーザーに事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加（以下総称して「本サービスの改良」といいます。）することができるものとします。ただし、本サービスの改良が甲に不利益な変更である場合には、この限りではありません。
乙は、乙の判断により、本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を行うことがきるものとします。この場合、乙は、本サービスの利用に支障を来す等の緊急を要する場合を除き、甲に事前にその旨を通知しません。
乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲及びユーザーに事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 甲又はユーザーの過失（操作ミス又は乙の定める本サービスの利用における条件等の不遵守）によるもの
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 原因の如何にかかわらず、提携サービスの提供がされない又は動作が不安定な場合
(4) 甲又はユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合
(5) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(8) 法令若しくは公権力による命令処分・指導又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(9) その他前各号に準じ乙が必要と判断した場合
乙は、本条に基づく措置により甲に生じた損害の取り扱いについては、乙甲間で誠意をもって協議するものとします。

[bookmark: _Ref494647178]（甲及びユーザーに関する情報の収集及び取扱い）
乙は、甲及びユーザーが乙に提供し又は本サービスの利用に関して乙が取得するユーザーの登録情報、成績情報その他の情報を、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上のためにのみ利用し、又は甲及びユーザー個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、甲はこれに同意するものとします。
乙は、前項に定める目的に基づき、本サービスを通じて収集・解析した情報に関する統計資料を、甲の書面による事前の同意を得た場合には、第三者に提供できます。ただし、乙は当該統計資料には甲又はユーザーを特定できる情報（ユーザーの個人情報を含みます。）を一切含まないことを保証します。
乙は、過年度受講生が乙に提供したデータ及び本サービスの利用に関して乙が取得した過年度受講生に関するデータについても、前二項と同様の取り扱いを行うものとし、甲はこれに同意するものとします。
甲は、修了生に対して、本サービスを利用して、成績証明書、修了証その他本サービスの修了を証するにあたり必要となる書面（以下「成績証明書等」といいます。）をユーザーに交付することができるものとします。
甲を退職した修了生に関するデータ及び本契約締結時点以降に甲に在籍する受講者に関するデータの移行は、甲の要望に基づき適宜実施するものとし、これに要する費用は【基本条件】記載の利用料に含まれるものとします。

[bookmark: _Ref494647192]（契約終了後の取扱い）
理由の如何を問わず、本サービスが終了し、又は本契約が終了した場合、アカウントは全て削除され、本コンテンツは、終了日から3か月以内に全て削除されるものとします。ただし、その場合であっても、乙は、甲による本サービスの再利用等を目的として、甲及びユーザーによる本サービスの利用によって取得したデータ等（ただし、個人情報は除きます。）を利用する権限を失わないものとします。
前項の場合、甲及びユーザーは本サービスを使用する一切の権利を失い、乙は、本サービスの終了に伴い甲及びユーザーに生じた一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、本サービスの終了が総則第８条１項又は２項に基づく甲の解除に起因する場合は、この限りでないものとします。
前二項にかかわらず、甲からの要請があった場合は、本契約の終了日から3か月間に限り、乙は、甲に対する本コンテンツのデータ共有に協力するものとします。
第３章　研修

1. （契約の目的）
1 本契約は、甲が本契約に定める業務を乙に委託し、乙が当該業務を受託するに際して、当事者間の権利義務の基本的な事項について定めることを目的とします。
2 甲及び乙は、法令を遵守し、信義誠実の原則に従い誠実に本契約上の義務を履行します。

1. （業務の内容）
乙が甲より受託して行う業務（以下「本件業務」という。）の内容は、次の各号の通りとします。
(1) 本研修の実施業務
(2) その他当事者間で別途合意する業務
(3) 上記各号に付随する業務

1. （進捗報告）
甲は、乙に対し、必要な範囲内で本件業務の進捗状況について報告を求めることができ、乙は速やかに本件業務の進捗状況について報告を行います。

1. （再委託）
2. 乙は、乙の責任において、本件業務の一部を、乙が業務委託契約又はこれに類する契約を締結した第三者（以下「再委託者」と言います。）に、必要な範囲で再委託することができます。
甲は、乙が再委託先に再委託することが不適切となる合理的な理由がある場合には、乙に対してその理由を書面にて通知することにより、再委託者の変更または中止を請求することができます。これに対し、乙は合理的な措置を講じるものとします。
乙は、再委託先が本契約及び個別契約の内容を遵守するよう管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に関して、乙が為したものとして、甲に対して一切の責任を負います。


以　上
